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認 知 症 を 知 る・ 支 え る

「認知症の人を支える家族の会あじさいの会」

緊 急・救 急・災 害 時

　緊急時に支援が必要な人の避難が遅れたり、安否がわからないといった状

況にならないよう、氏名・住所・緊急時の連絡先などの情報を登録し、本人の

同意で民生委員・児童委員、自治会、自主防災会、社会福祉協議会、高齢者生

活支援センターなどの関係機関と登録内容を共有します。平常時から地域と

の関わり合いを持ち、緊急・災害時に役立てることを目的としています。

■対象　65歳以上のひとり暮らしの人・ 65歳以上のみの世帯等

■問い合わせ　高齢介護課高齢福祉係　☎38-2044

高齢者や障がいのある人などの安全・安心を

確保することを目的に「かかりつけ医」「薬剤情報

提供書（写し）」「持病」などの医療情報や、「診察券

（写し）」「健康保険証（写し）」などの情報を専用

の容器に入れ、自宅に保管しておくことで、万一

の救急時に備えるものです。

■費用　１個100円（費用は、日本国内での災害

時の義援金として全額活用させていただきます）

■問い合わせ　社会福祉協議会　☎32-7530/穐32-7529

介 護 保 険 サ ー ビ ス
高額介護サービス費の上限額が一部変更 住み慣れた家で暮らし続けられるよう利用者の

希望に応じて柔軟に対応するサービスの紹介

所 得 区 分
７月まで ８月から

上 限 額 上 限 額

現役並み所得者（※1） 44,000円 44,000円

一　般 37,200円 44,000円(※2)

住民税非課税世帯 24,600円 24,600円

合計所得金額と課税年金収入
額の合計が80万円以下の人 15,000円 15,000円

老齢福祉年金受給者

生活保護受給者 15,000円 15,000円

８月から所得区分一般に該当する人の利用者負担上限額が
変更になりました。

(※１)同一世帯に課税所得145万円以上の第１号被保険者がいて、年収

　　が単身世帯383万円以上、2人以上世帯520万円以上の人。

(※２)ただし、緩和措置として３年間に限り、同じ世帯の全ての65歳以

　　上の人(サービスを利用していない人を含む。)の利用者負担割合が１

　割の世帯は年間446,400円(37,200円×12カ月）の上限額が設けられます。

地域密着型サービス

小規模多機能型居宅介護

施設への「通い」を中心として短期間の
「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を
柔軟に組み合わせて利用します。

●芦屋アラベラの家　☎23-1200

●きらくえん倶楽部大桝町　☎35-3652

●芦屋ブーケの里　☎35-6855

●シニアライフコート潮芦屋　☎25-2231

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

日中・夜間・深夜を通して、訪問介
護と看護が密接に連携し、定期の巡
回と随時の対応を行うことで24時
間の安心と安全を守ります。

●ロジケアあしや　☎80-7114
※サービスの利用については、担当の

ケアマネジャーにご相談ください。

　研修修了後は、従事者として生活援助のサービス  （介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）にお

ける、買い物・調理・洗濯・掃除等の生活援助）が提供できます。

■日時　９月26日（火）・29日（金）〈全２回〉午前９時～午後４時10分

■研修時間　12時間（２日間の全ての科目の受講が必須）　■会場　シ

ルバー人材センター　■内容　介護予防・認知症・生活援助の基礎知識等

（８科目）　■対象　40歳以上・50人（定員になり次第締め切り）

■申し込み　９月１日～15日に、申込用紙をシルバー人材センターへ

※申込用紙は地域福祉課・シルバー人材センターで配布

研 修

問い合わせ　地域福祉課　☎38-2040

高齢者支援の担い手になりませんか　【芦屋市生活支援型訪問サービス従事者研修】

イベ ン ト

■日時　１月13日（土）
午後１時30分

　　～午後４時　
■会場　ルナ・ホール

高齢者スポーツ大会
■日時　10月21日（土）

午前10時
       ～午後２時30分
■会場　川西運動場

高齢者のつどい

　認知症の人をささえる家族がつどい、経験や情報を分かち合い

ながら、お互い励まし、助け合ってよりよい介護をめざす

「家族の会」です。

■日時　毎月第３月曜日・午後１時30分～３時30分

　（祝日の時は第２月曜日振り替え）

■問い合わせ　あじさいの会　☎32-7525(社会福祉協議会内)

いざというときの地域と連携【緊急・災害時要援護者台帳】

救急時に備えましょう！【救急医療情報キット】
簡単な質問に答えるだけで認知症の可能性がチェッ

クできるサイト「これって認知症？」を市ホームページ

に掲載しています。認知症は早めに気付いて適切な治療

を開始できれば、その後の症状の進行を遅らせることが

できる場合があります。ご自身やご家族で気になる場合

は今すぐチェックしてみましょう。

認知症の簡易チェックをしてみませんか

利用者の声
利用者の声

ＱＲコード対応機種をお持ちの人は、
右のＱＲコードをご利用ください。

茜  www.city.ashiya.lg.jp/kaigo/ninchisyou/nintisyoucheck.html

問い合わせ　高齢介護課管理係　☎38-2046 問い合わせ　高齢介護課介護保険事業係　☎38-2024

急なお泊りや、お迎
えの時間の変更など
に柔軟に対応しても
らえるので、助かっ
ています。

緊急ボタンを押せ
ば、不安な夜中でも
かけつけてくれるの
が助かります。
高齢の夫婦にとって
は、このボタンが心
のお守りです。




